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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局が接続する無線基地局を、接続元無線基地局から接続先無線基地局に切り換える
ハンドオーバ制御方法であって、
　前記接続元無線基地局が、該接続元無線基地局において保持されている無線関連情報を
含むハンドオーバ要求信号を生成し、前記接続先無線基地局に対して送信する工程と、
　前記接続先無線基地局が、受信した前記ハンドオーバ要求信号に含まれる前記無線関連
情報と、該接続先無線基地局が設定する無線関連情報との差分情報を抽出する工程と、
　前記接続先無線基地局が、抽出した前記無線関連情報の差分情報を通知するハンドオー
バ要求応答信号を生成し、前記接続元無線基地局に対して送信する工程と、
　前記接続元無線基地局が、受信した前記ハンドオーバ要求応答信号に基づいて、前記無
線関連情報の差分情報を通知するハンドオーバ指示信号を生成し、前記移動局に対して送
信する工程と、
　前記移動局が、受信した前記ハンドオーバ指示信号により通知されている前記無線関連
情報の差分情報によって、該移動局において保持されている無線関連情報を更新する工程
とを有することを特徴とするハンドオーバ制御方法。
【請求項２】
　移動局が接続する無線基地局を、接続元無線基地局から切り換えられる無線基地局であ
って、
　前記接続元無線基地局から受信したハンドオーバ要求信号に含まれる該接続元無線基地
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局において保持されている無線関連情報と、前記無線基地局が設定する無線関連情報との
差分情報を抽出するように構成されている無線関連情報差分抽出部と、
　前記無線関連情報差分抽出部によって抽出された前記無線関連情報の差分情報を通知す
るハンドオーバ要求応答信号を生成し、前記接続元無線基地局に対して送信するように構
成されているハンドオーバ要求応答信号生成送信部とを具備することを特徴とする無線基
地局。
【請求項３】
　接続する無線基地局を、接続元無線基地局から接続先無線基地局に切り換える移動局で
あって、
　前記接続する無線基地局との接続に係る無線関連情報を保持するように構成されている
無線関連情報保持部と、
　前記接続元無線基地局から受信したハンドオーバ指示信号により通知されている無線関
連情報の差分情報によって、前記無線関連情報保持部において保持されている前記無線関
連情報を更新するように構成されている無線関連情報更新部とを具備し、
　前記無線関連情報の差分情報は、前記接続元無線基地局において保持されている無線関
連情報と、前記接続先無線基地局が設定する無線関連情報との差分であることを特徴とす
る移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハンドオーバ制御方法、無線基地局及び移動局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の移動通信システムでは、移動局と無線基地局との間で、ハンドオーバ制御を行う
ことにより、移動局は、移動しながらでも通信を継続することができる。
【０００３】
　具体的には、通信中の移動局は、無線基地局のサービスエリア（セル）を超えて移動し
ようとしている場合、接続している無線基地局に対して、無線品質を報告する。
【０００４】
　無線基地局は、前記無線品質を受信し、当該移動局をより良い無線品質で通信可能なセ
ルへ切り換えるか否かについて判断する。
【０００５】
　前記判断の結果、セルの切り換えが必要であると判断した場合、無線基地局は、当該移
動局に対し、セルの切り換え（ハンドオーバ）を指示する。
【０００６】
　例えば、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ
　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｅ-ＵＴＲＡＮ）として検討されている移動通信シス
テムでは、図７に示すような手順で、ハンドオーバを実施する（非特許文献１参照）。
【０００７】
　図７に示すように、ステップ１において、接続元無線基地局（Ｓｏｕｒｃｅ　ｅＮＢ）
２００Ａは、無線品質測定に関するパラメータを含む測定制御信号（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）を移動局１００に対して送信する。
【０００８】
　ステップ２において、移動局１００は、測定した無線品質が報告条件を満足した場合、
かかる測定結果を含む測定結果報告信号（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）を、
接続元無線基地局２００Ａに対して送信する。
【０００９】
　ステップ３において、接続元無線基地局２００Ａは、測定結果報告信号によって報告さ
れている測定結果や、無線リソースの使用状況等を考慮して、ハンドオーバの実行可否を
判断する。
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【００１０】
　ステップ４において、接続元無線基地局２００Ａは、ハンドオーバ要求信号（Ｈａｎｄ
ｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を接続先無線基地局（Ｔａｒｇｅｔ　ｅＮＢ）２００Ｂに対
して送信する。
【００１１】
　かかるハンドオーバ要求信号は、接続先無線基地局２００Ｂがハンドオーバを実施する
に当たり必要となる情報（例えば、接続先セルの識別子や、移動局関連情報や、ベアラ情
報等）を送信するように構成されている。
【００１２】
　ステップ５において、接続先無線基地局２００Ｂは、ハンドオーバしてくる移動局１０
０の受け入れ可否を判断する。
【００１３】
　接続先無線基地局２００Ｂは、かかる移動局１００について受け入れ可能であると判断
した場合は、必要なリソースや、当該移動局１００が接続セルを切り換え後に使用するセ
ル固有移動局識別子（Ｃ-ＲＮＴＩ：Ｃｅｌｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を確保する。
【００１４】
　ステップ６において、接続先無線基地局２００Ｂは、ハンドオーバ要求応答信号（Ｈａ
ｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ）を接続元無線基地局２００Ａ
に対して送信する。
【００１５】
　ここで、ハンドオーバ要求応答信号は、接続先無線基地局２００Ｂから移動局１００に
送信される情報要素を含み、これらの情報要素は、接続元無線基地局２００Ａでは透過的
に扱われる。
【００１６】
　接続先無線基地局２００Ｂから接続元無線基地局２００Ａを介して移動局１００へ送信
される情報要素の具体例としては、当該移動局１００が接続セルを切り換えた後に使用す
るセルの識別子、Ｃ-ＲＮＴＩや、無線関連パラメータや、接続先セルの報知情報の一部
等が挙げられる。
【００１７】
　ステップ７において、接続元無線基地局は、ステップ６において受信した接続先無線基
地局２００Ｂから移動局１００へ送信される前述の情報要素を含むハンドオーバ指示信号
（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ）を生成し、移動局１００へ送信する。
【００１８】
　移動局１００は、受信したハンドオーバ指示信号に含まれる情報要素に基づいて、ハン
ドオーバ動作に移る。ステップＳ８において、移動局１００は、接続先無線基地局２００
Ｂとの間の下り同期を確立し、接続先無線基地局２００Ｂとの間の上り同期を確立するた
めに、接続先無線基地局２００Ｂに対して上り同期確立要求信号（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚ
ａｔｉｏｎ）を送信する。
【００１９】
　ステップ９において、接続先無線基地局２００Ｂは、上り同期確立要求信号を受け、当
該移動局１００に対して、上りタイミング情報（Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ）及び上
り割り当て情報（ＵＬ　Ｇｒａｎｔ）を含むタイミング情報信号を送信する。
【００２０】
　ステップ１０において、上り同期の確立後、移動局１００は、ハンドオーバが完了した
ことを通知するために、ハンドオーバ完了信号（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｎｆｉｒｍ）を
接続先無線基地局２００Ｂに対して送信する。
【非特許文献１】3GPP 36.300 V8.0.0 Technical specification group radio access ne
twork; Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) and Evolved universal
 terrestrial radio access network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2, 10.1.
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2.1.1
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　しかしながら、上述した移動通信システムでは、以下のような問題点があった。
【００２２】
　上述のように、ハンドオーバ指示信号の中で、接続先無線基地局２００Ｂから接続元無
線基地局２００Ａを介して移動局１００へ情報要素が送信され、これらの情報要素が、接
続元無線基地局２００Ａでは透過的に扱われる場合、接続元無線基地局２００Ａと接続先
無線基地局２００Ｂとの間で、ほとんど同じ情報が設定されるのであれば、無線リソース
が浪費され、無線伝送効率が低下するという問題点があった。
【００２３】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、無線基地局間ハンドオー
バ時に、接続元無線基地局が設定する情報と接続先無線基地局が設定する情報との差分情
報のみを、移動局に通知することで、冗長な情報を送信せず、伝送効率を改善することが
できるハンドオーバ制御方法、無線基地局及び移動局を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本発明の第１の特徴は、移動局が接続する無線基地局を、接続元無線基地局から接続先
無線基地局に切り換えるハンドオーバ制御方法であって、前記接続元無線基地局が、該接
続元無線基地局において保持されている無線関連情報を含むハンドオーバ要求信号を生成
し、前記接続先無線基地局に対して送信する工程と、前記接続先無線基地局が、受信した
前記ハンドオーバ要求信号に含まれる前記無線関連情報と、該接続先無線基地局が設定す
る無線関連情報との差分情報を抽出する工程と、前記接続先無線基地局が、抽出した前記
無線関連情報の差分情報を通知するハンドオーバ要求応答信号を生成し、前記接続元無線
基地局に対して送信する工程と、前記接続元無線基地局が、受信した前記ハンドオーバ要
求応答信号に基づいて、前記無線関連情報の差分情報を通知するハンドオーバ指示信号を
生成し、前記移動局に対して送信する工程と、前記移動局が、受信した前記ハンドオーバ
指示信号により通知されている前記無線関連情報の差分情報によって、該移動局において
保持されている無線関連情報を更新する工程とを有することを要旨とする。
【００２５】
　本発明の第２の特徴は、移動局が接続する無線基地局を、接続元無線基地局から接続先
無線基地局に切り換えるハンドオーバ制御方法であって、前記接続元無線基地局が、ハン
ドオーバ要求信号を生成し、前記接続先無線基地局に対して送信する工程と、前記接続先
無線基地局が、受信した前記ハンドオーバ要求信号に応じて、該接続先無線基地局が設定
する無線関連情報を通知するハンドオーバ要求応答信号を生成し、前記接続元無線基地局
に対して送信する工程と、前記接続元無線基地局が、受信した前記ハンドオーバ要求応答
信号により通知されている前記無線関連情報と、該接続元無線基地局において保持されて
いる無線関連情報との差分情報を抽出する工程と、前記接続元無線基地局が、抽出した前
記無線関連情報の差分情報を通知するハンドオーバ指示信号を生成し、前記移動局に対し
て送信する工程と、前記移動局が、受信した前記ハンドオーバ指示信号により通知されて
いる前記無線関連情報の差分情報によって、該移動局において保持されている無線関連情
報を更新する工程とを有することを要旨とする。
【００２６】
　本発明の第３の特徴は、移動局が接続する無線基地局を、接続先無線基地局に切り換え
る無線基地局であって、前記移動局と前記無線基地局との間の接続に係る無線関連情報を
保持するように構成されている無線関連情報保持部と、前記無線関連情報保持部において
保持されている前記無線関連情報を含むハンドオーバ要求信号を生成し、前記接続先無線
基地局に対して送信するように構成されているハンドオーバ要求信号生成送信部と、前記
接続先無線基地局から受信したハンドオーバ要求応答信号に基づいて、前記無線関連情報
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保持部に保持されている前記無線関連情報と、該接続先無線基地局が設定する無線関連情
報との差分情報を通知するハンドオーバ指示信号を生成し、前記移動局に対して送信する
ように構成されているハンドオーバ指示信号生成送信部とを具備することを要旨とする。
【００２７】
　本発明の第３の特徴において、前記ハンドオーバ要求信号は、前記移動局によって接続
元セルにおいて使用されている測定関連情報を含んでいてもよい。
【００２８】
　本発明の第４の特徴は、移動局が接続する無線基地局を、接続元無線基地局から切り換
えられる無線基地局であって、前記接続元無線基地局から受信したハンドオーバ要求信号
に含まれる該接続元無線基地局において保持されている無線関連情報と、前記無線基地局
が設定する無線関連情報との差分情報を抽出するように構成されている無線関連情報差分
抽出部と、前記無線関連情報差分抽出部によって抽出された前記無線関連情報の差分情報
を通知するハンドオーバ要求応答信号を生成し、前記接続元無線基地局に対して送信する
ように構成されているハンドオーバ要求応答信号生成送信部とを具備することを要旨とす
る。
【００２９】
　本発明の第５の特徴は、移動局が接続する無線基地局を、接続先無線基地局に切り換え
る無線基地局であって、前記移動局と前記無線基地局との間の接続に係る無線関連情報を
保持するように構成されている無線関連情報保持部と、ハンドオーバ要求信号を生成し、
前記接続先無線基地局に対して送信するように構成されているハンドオーバ要求信号生成
送信部と、前記接続先無線基地局から受信したハンドオーバ要求応答信号により通知され
ている該接続先無線基地局が設定する無線関連情報と、前記無線関連情報保持部において
保持されている無線関連情報との差分情報を抽出するように構成されている無線関連情報
差分抽出部と、前記無線関連情報差分抽出部によって抽出された前記無線関連情報の差分
情報を通知するハンドオーバ指示信号を生成し、前記移動局に対して送信するように構成
されているハンドオーバ指示信号生成送信部とを具備することを要旨とする。
【００３０】
　本発明の第６の特徴は、移動局が接続する無線基地局を、接続元無線基地局から切り換
えられる無線基地局であって、前記接続元無線基地局から受信したハンドオーバ要求信号
に応じて、該無線基地局が設定する無線関連情報を通知するハンドオーバ要求応答信号を
生成し、該接続元無線基地局に対して送信するように構成されているハンドオーバ要求応
答信号生成送信部を具備することを要旨とする。
【００３１】
　本発明の第６の特徴において、前記ハンドオーバ要求信号は、前記移動局によって接続
元セルにおいて使用されている測定関連情報を含んでいてもよい。
【００３２】
　本発明の第７の特徴は、接続する無線基地局を、接続元無線基地局から接続先無線基地
局に切り換える移動局であって、前記接続する無線基地局との接続に係る無線関連情報を
保持するように構成されている無線関連情報保持部と、前記接続元無線基地局から受信し
たハンドオーバ指示信号により通知されている無線関連情報の差分情報によって、前記無
線関連情報保持部において保持されている前記無線関連情報を更新するように構成されて
いる無線関連情報更新部とを具備し、　前記無線関連情報の差分情報は、前記接続元無線
基地局において保持されている無線関連情報と、前記接続先無線基地局が設定する無線関
連情報との差分であることを要旨とする。
【発明の効果】
【００３３】
　以上説明したように、本発明によれば、無線基地局間ハンドオーバ時に、接続元無線基
地局が設定する情報と接続先無線基地局が設定する情報との差分情報のみを、移動局に通
知することで、冗長な情報を送信せず、伝送効率を改善することができるハンドオーバ制
御方法、無線基地局及び移動局を提供することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図７を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。本実施形態では、移動通信システムとして、ＬＴＥ方式の移動通信システ
ムを例として説明するが、本発明は、ＬＴＥ方式の移動通信システム以外の移動通信シス
テムにも適用可能である。
【００３５】
　図１を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成について説明
する。なお、本実施形態を説明するための全図において、同一機能を有するものに対して
は同一符号を付与し、繰り返しの説明は省略する。
【００３６】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、移動局１００と、複数の無
線基地局２００Ａ及び２００Ｂとを具備している。
【００３７】
　例えば、無線基地局２００Ａと通信している移動局１００が、無線基地局２００Ａがカ
バーしているエリアを超え、無線基地局２００Ｂがカバーしているエリアへ移動した場合
は、移動局１００は、接続元無線基地局２００Ａからの指示により、接続する無線基地局
を、接続元無線基地局２００Ａから接続先無線基地局２００Ｂに切り換えることによって
ハンドオーバを行う。
【００３８】
　図２に示すように、本実施形態に係る無線基地局２００は、対移動局信号送受信部２０
２と、対移動局信号送受信部２０２と接続されている信号処理生成部２０４と、信号処理
生成部２０４と接続されている無線関連情報保持部２０６と、信号処理生成部２０４と接
続されている対無線基地局信号送受信部２０８と、対無線基地局信号送受信部２０８及び
信号処理生成部２０４と接続されている無線関連情報差分抽出部２１０とを備える。
【００３９】
　対移動局信号送受信部２０２は、移動局１００によって送信された測定結果報告信号を
受信し、移動局１００に対してハンドオーバ指示信号を送信するように構成されている。
【００４０】
　信号処理生成部２０４は、対移動局信号送受信部２０２及び対無線基地局信号送受信部
２０８により受信された信号を処理し、対移動局信号送受信部２０２及び対無線基地局信
号送受信部２０８から送信すべき信号を生成するように構成されている。
【００４１】
　例えば、信号処理生成部２０４は、移動局１００から受信した測定結果報告信号に基づ
いてハンドオーバの実施要否を判断したり、ハンドオーバ要求信号やハンドオーバ要求応
答信号の生成・受信処理を行ったり、ハンドオーバ指示信号の生成を行ったりするように
構成されている。
【００４２】
　また、例えば、接続先無線基地局２００Ｂが、無線関連情報の差分情報を抽出する場合
は、接続先無線基地局２００Ｂに設けられている信号処理生成部２０４は、抽出した差分
情報をハンドオーバ要求応答信号の一部として送信するように構成されている。
【００４３】
　また、ハンドオーバ要求応答信号が、図３に示すように、接続元無線基地局２００Ａが
透過的に処理する部分及び接続元無線基地局２００Ａが終端する部分に分かれている場合
は、前記抽出した差分情報は、透過的に処理する部分に含まれていても良い。
【００４４】
　無線関連情報保持部２０６は、無線基地局２００が使用している（移動局１００と無線
基地局２００との間の接続に係る）無線関連情報を保持するように構成されている。
【００４５】
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　例えば、無線関連情報保持部２０６は、図４に示すように、無線状況の測定周期や、測
定条件や、測定項目や、ハンドオーバ起動条件や、時間ヒステリシスや、レベルヒステリ
シスや、セキュリティアルゴリズムや、周辺セル情報や、送信アンテナ数や、ランダムア
クセスチャネルの無線リソースや、スケジューリング関連情報や、ＰＤＣＰ/ＲＬＣ/ＭＡ
Ｃ関連情報や、シグナリング用無線ベアラ情報等を保持するように構成されている。
【００４６】
　無線基地局２００が、ハンドオーバの接続元無線基地局２００Ａである場合は、対無線
基地局信号送受信部２０８は、接続先無線基地局２００Ｂへハンドオーバ要求信号を送信
し、接続先無線基地局２００Ｂからハンドオーバ要求応答信号を受信するように構成され
ている。
【００４７】
　一方、無線基地局２００が、ハンドオーバの接続先無線基地局２００Ｂである場合は、
対無線基地局信号送受信部２０８は、接続元無線基地局２００Ａからハンドオーバ要求信
号を受信し、接続元無線基地局２００Ａへハンドオーバ要求応答信号を送信するように構
成されている。
【００４８】
　無線関連情報差分抽出部２１０は、接続元無線基地局２００Ａで使用されている無線関
連情報と接続先無線基地局２００Ｂで使用する無線関連情報との差分情報を抽出するよう
に構成されている。
【００４９】
　例えば、無線基地局２００が、接続先無線基地局２００Ｂである場合、無線関連情報差
分抽出部２１０は、接続元無線基地局２００Ａから受信したハンドオーバ要求信号に含ま
れる接続元無線基地局２００Ａにおいて使用されていた無線関連情報と、自局で使用する
無線関連情報とを比較し、図４に示すように、両者が異なる情報（差分情報）を抽出する
ように構成されている。
【００５０】
　また、無線基地局２００が、接続元無線基地局２００Ａである場合、無線関連情報差分
抽出部２１０は、接続先無線基地局２００Ｂから受信したハンドオーバ要求応答信号に含
まれる接続先無線基地局２００Ｂにおいて使用される無線関連情報と、自局で使用してい
る無線関連情報とを比較し、図４に示すように、両者が異なる情報（差分情報）を抽出す
るように構成されていてもよい。
【００５１】
　図５に示すように、本実施形態に係る移動局１００は、信号送受信部１０２と、信号送
受信部１０２と接続されている信号処理生成部１０４と、信号処理生成部１０４と接続さ
れている無線関連情報保持部１０６とを備える。
【００５２】
　信号送受信部１０２は、無線基地局２００との信号の送受信を行うように構成されてい
る。
【００５３】
　例えば、信号送受信部１０２は、無線基地局２００へ測定結果報告信号を送信し、無線
基地局２００からハンドオーバ指示信号を受信するように構成されている。
【００５４】
　信号処理生成部１０４は、信号送受信部１０２から送信する信号を生成し、信号送受信
部１０２で受信された信号を処理するように構成されている。
【００５５】
　例えば、移動局１００が、無線基地局２００からハンドオーバ指示信号を受信した場合
、当該ハンドオーバ指示信号によって指示されたセルに対してハンドオーバを行い、前記
ハンドオーバ指示信号に含まれる無線関連情報を無線関連情報保持部１０６に保存するよ
うに構成されている。
【００５６】
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　無線関連情報保持部１０６は、接続している無線基地局２００によって送信されたハン
ドオーバ指示信号や報知情報の一部として、無線基地局２００から指示された無線関連情
報の保存を行うように構成されている。
【００５７】
　例えば、無線関連情報保持部１０６は、ハンドオーバ指示信号によって指示された無線
関連情報に基づいて、接続先無線基地局２００Ｂが設定する無線関連情報を保存するよう
に構成されている。
【００５８】
　また、無線関連情報保持部１０６は、ハンドオーバ指示信号によって指定された無線関
連情報については、新規情報として上書きし、ハンドオーバ指示信号によって指示されて
いない一部若しくは全ての無線関連情報については、ハンドオーバ元無線基地局２００Ａ
で使用していた無線関連情報を継続して保存してもよい。
【００５９】
　また、無線関連情報保持部１０６は、接続先セルの報知情報を受信し、報知情報の一部
として指示されている無線関連情報に基づいて、保持している無線関連情報を更新するよ
うに構成されていてもよい。
【００６０】
　例えば、無線関連情報として更新される情報としては、図４に示すように、無線状況の
測定周期や、測定条件や、測定項目や、ハンドオーバ起動条件や、時間ヒステリシスや、
レベルヒステリシスや、セキュリティアルゴリズムや、周辺セル情報や、送信アンテナ数
や、ランダムアクセスチャネルの無線リソースや、スケジューリング関連情報や、ＰＤＣ
Ｐ/ＲＬＣ/ＭＡＣ関連情報や、シグナリング用無線ベアラ情報等であってもよい。
【００６１】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　図６を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作について説明
する。
【００６２】
　図６に示すように、ＳＴＥＰ１において、接続元無線基地局２００Ａは、移動局１００
から測定報告信号を受信しているか否かについて判定する。
【００６３】
　ここで、接続元無線基地局２００Ａが、移動局１００から測定報告信号を受信していな
い場合は、本動作は、ＳＴＡＲＴに戻る。
【００６４】
　ＳＴＥＰ１において、接続元無線基地局２００Ａが、移動局１００から測定報告信号を
受信している場合は、ＳＴＥＰ２において、接続元無線基地局２００Ａが、ハンドオーバ
の実施判断を行う。
【００６５】
　ＳＴＥＰ２におけるハンドオーバの実施判断の結果が「実施不要」の場合は、本動作は
、ＳＴＡＲＴに戻る。
【００６６】
　一方、ＳＴＥＰ２におけるハンドオーバの実施判断の結果が「実施要」の場合は、本動
作は、ＳＴＥＰ３に進み、接続元無線基地局２００Ａが、自局で使用している無線関連情
報を含むハンドオーバ要求信号を生成する。
【００６７】
　ＳＴＥＰ４において、接続元無線基地局２００Ａは、生成したハンドオーバ要求信号を
、接続先無線基地局２００Ｂへ送信する。
【００６８】
　ＳＴＥＰ５において、接続先無線基地局２００Ｂは、ハンドオーバ要求信号を受信する
。
【００６９】
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　ＳＴＥＰ６において、接続先無線基地局２００Ｂは、受信したハンドオーバ要求信号に
基づいて、接続元無線基地局２００Ａで使用している無線関連情報と、自局で使用する無
線関連情報との差分情報を抽出する。
【００７０】
　ＳＴＥＰ７において、接続先無線基地局２００Ｂは、抽出した無線関連情報の差分情報
に基づいて、ハンドオーバ要求応答信号を生成する。
【００７１】
　ここで、接続元無線基地局２００Ａが、上述の無線関連情報の差分情報を抽出する場合
、接続先無線基地局２００Ｂは、上述の無線関連情報の差分情報を抽出することなく、自
局で使用する無線関連情報を含むハンドオーバ要求応答信号を生成する。
【００７２】
　ＳＴＥＰ８において、接続先無線基地局２００Ｂは、生成したハンドオーバ要求応答信
号を接続元無線基地局２００Ａへ送信する。
【００７３】
　ＳＴＥＰ９において、接続元無線基地局２００Ａは、接続先無線基地局２００Ｂからの
ハンドオーバ要求応答信号を受信する。
【００７４】
　ＳＴＥＰ１０において、接続元無線基地局２００Ａは、受信したハンドオーバ要求応答
信号に基づいて、ハンドオーバ指示信号を生成する。
【００７５】
　ここで、接続元無線基地局２００Ａが、上述の無線関連情報の差分情報を抽出する場合
、接続元無線基地局２００Ａは、受信したハンドオーバ要求応答信号に含まれている接続
先無線基地局２００Ｂで使用する無線関連情報と、自局で使用している無線関連情報の差
分情報を抽出して、抽出した無線関連情報の差分情報を含むハンドオーバ指示信号を生成
する。
【００７６】
　ＳＴＥＰ１１において、接続元無線基地局２００Ａは、生成したハンドオーバ指示信号
を移動局１００へ送信する。
【００７７】
　ＳＴＥＰ１２において、移動局１００は、ハンドオーバ指示信号を受信する。
【００７８】
　ＳＴＥＰ１３において、移動局１００は、受信したハンドオーバ指示信号に基づいて、
自局が保持している無線関連情報の更新を行い、ハンドオーバを実施する。
【００７９】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局間ハンドオーバ時に、接続元
無線基地局２００Ａで使用している無線関連情報と接続先無線基地局２００Ｂが設定する
無線関連情報との差分情報のみを移動局１００に通知することで、冗長な情報を移動局１
００へ送信せず、伝送効率を改善することができる。
【００８０】
　なお、上述の移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢの動作は、ハードウェアによって実施さ
れてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施され
てもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００８１】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
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　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。また、かか
る記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして移動局ＵＥ及び無線
基地局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。
【００８３】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで用いられるハンドオーバ要求
応答信号の一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで用いられる無線関連情報の一
例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図７】従来の移動通信システムの動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００８５】
１００…移動局
１０２…信号送受信部
１０４、２０４…信号処理生成部
１０６、２０６…無線関連情報保持部
２００…無線基地局
２０２…対移動局信号送受信部
２０８…対無線基地局信号送受信部
２１０…無線関連情報差分抽出部
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